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新旧対照表

新 旧

高知県スマート農業推進事業費補助金交付要綱

第１～16 条 省略

附 則

１ （省略）

２ （省略）

３ この要綱は、令和６年３月 21 日から施行する。

４ この要綱は、令和７年５月 31 日限り、その効力を失う。ただ

し、この要綱に基づき交付された補助金については、第５条第４

号から６号まで、第７条、第９条第３項、第 12 条、第 13 条及び

第 15 条の規定は、同日以降もなおその効力を有する。

別表第１（第２条、第３条関係）

高知県スマート農業推進事業費補助金交付要綱

第１～16 条 省略

附 則

１ （省略）

２ （省略）

３ この要綱は、令和６年５月 31 日限り、その効力を失う。ただ

し、この要綱に基づき交付された補助金については、第５条第４

号から６号まで、第７条、第９条第３項、第 12 条、第 13 条及び

第 15 条の規定は、同日以降もなおその効力を有する。

別表第１（第２条、第３条関係）
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別表第２（第５条－第７条関係） （省略）

別 記

第１号様式（第４条関係） （省略）

別紙１

令和 年度 高知県スマート農業推進事業実施計画

１～２ （省略）

３ 導入及び利用計画

別表第２（第５条－第７条関係） （省略）

別 記

第１号様式（第４条関係） （省略）

別紙１

令和 年度 高知県スマート農業推進事業実施計画

１～２ （省略）

３ 導入及び利用計画
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別 記

第２号様式～第８号様式 （省略）

別 記

第２号様式～第８号様式 （省略）
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